
『
資
料
で
考
え
る
憲
法
』
お
詫
び
と
訂
正

14
頁
掲
載
の
資
料【
1
】マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
つ
き
ま
し
て
、出
典
表
示
に
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た

の
で
、
左
記
の
よ
う
に
訂
正
い
た
し
ま
す
。
読
者
の
皆
様
は
じ
め
、
関
係
各
位
に
対
し
謹
ん
で

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

法
律
文
化
社

第一部　憲法のあゆみ

14

【
1
】
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ

（
一
二
一
五
年
）

第
一
二
条
〔
一
般
評
議
会
の
同
意
に
よ
る
課
税
〕　
い
か
な
る
兵
役
免
除

金
も
上
納
金
も
、
朕
の
王
国
に
お
い
て
は
、
朕
の
王
国
の
一
般
評
議
会

に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
課
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
…
…

（
一
二
九
七
年
）

統
治
二
五
年
目
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
王
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
自
由
お
よ
び
御
猟
林
の
自
由
に
関
す
る
大
憲
章〔
以
下
、
省
略
〕

第
一
条
〔
自
由
の
確
認
〕

朕
は
、
第
一
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
が
自
由
で
あ
り
、
そ
の
権
利

お
よ
び
自
由
全
体
が
不
可
侵
で
あ
る
こ
と
を
神
に
認
め
、
朕
お
よ
び
朕

の
相
続
人
の
た
め
に
本
憲
章
に
よ
っ
て
永
久
に
確
認
す
る
。
朕
は
、
朕

お
よ
び
朕
の
相
続
人
の
た
め
に
、
以
下
に
列
挙
さ
れ
た
自
由
が
、
朕
の

王
国
の
す
べ
て
の
自
由
市
民
お
よ
び
そ
の
相
続
人
に
対
し
て
彼
ら
お
よ

び
そ
の
相
続
人
が
永
久
に
所
有
保
持
し
つ
づ
け
る
も
の
と
し
て
認
め
、

与
え
る
。

第
二
条
〜
第
八
条
　（
廃
止
）

第
九
条
〔
ロ
ン
ド
ン
等
の
自
由
〕

ロ
ン
ド
ン
市
は
、
過
去
に
有
し
て
い
た
す
べ
て
の
古
来
か
ら
の
自
由

と
慣
習
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
朕
は
、
他
の
す
べ
て
の
都
市
、
バ
ラ
、

町
お
よ
び
バ
ロ
ン
の
五
港
、
そ
の
他
の
港
も
す
べ
て
の
自
由
お
よ
び
慣

習
を
有
す
る
こ
と
を
望
み
、
認
め
る
。

第
一
〇
条
〜
第
二
八
条
　（
廃
止
）

第
二
九
条
〔
人
身
の
自
由
と
司
法
の
適
正
〕

い
か
な
る
自
由
人
も
、
同
輩
の
合
法
的
裁
判
、
ま
た
は
国
の
法
に
よ

ら
な
い
か
ぎ
り
、
逮
捕
ま
た
は
監
禁
さ
れ
た
り
、
自
由
保
有
権
、
自

由
、
自
由
な
慣
習
を
奪
わ
れ
た
り
、
ま
た
は
法
の
保
護
を
奪
わ
れ
た

り
、
追
放
さ
れ
た
り
、
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
で
害
さ
れ
た
り
す
る
こ

と
も
な
け
れ
ば
、
朕
が
当
人
の
も
と
に
出
向
い
て
い
っ
た
り
、
糾
弾
し

た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
朕
は
誰
に
も
司
法
ま
た
は
正
義
を
売
ら
ず
、

何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
拒
否
し
た
り
ま
た
は
遅
延
さ
せ
た
り
し
な
い
。

第
三
〇
条
〜
第
三
七
条
　（
廃
止
）

（
初
宿
正
典
・
辻
村
み
よ
子
編
『
新
解
説
世
界

憲
法
集〔
第
四
版
〕』三
省
堂
、
二
〇
一
七
年
）

 

【
1
】
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ

一
二
一
五
年

出
典
不
明
の
た
め
削
除

一
二
九
七
年

（
初
宿
正
典
・
辻
村
み
よ
子
編
『
新
解
説
世
界
憲
法
集
〔
第
四
版
〕』

﹇
江
島
晶
子
訳
﹈二
七
頁
、
三
省
堂
、
二
〇
一
七
年
） 

※
太
字
挿
入

（
一
二
一
五
年
）

第
一
二
条
〔
一
般
評
議
会
の
同
意
に
よ
る
課
税
〕
い
か
な
る
兵
役
免
除

金
も
上
納
金
も
、
朕
の
王
国
に
お
い
て
は
、
朕
の
王
国
の
一
般
評
議
会

に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
課
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
…
…

（
一
二
九
七
年
）


